
１ 計画改定の趣旨 ： 「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」を平成１８年３月に改正したこと等に伴い、近年の状況変化等
も踏まえ、内容を見直したものです。

２ 計画の位置づけ ：
○ 基本計画は、「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」第６条に基づき策定される琵琶湖におけるレジャー利用の適正化
のための指針です。

３ 計画期間 ： 計画期間は、平成１８年度（2006年度）から平成２２年度（2010年度）までの５年間とし、条例に併せて見直しを行います。

琵琶湖レジャー利用適正化基本計画(改定版）の概要

第１ 基本的な考え方

第２ 琵琶湖におけるレジャー利用の現状
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夏季のプレジャーボート利用状況調査

水上オートバイ モーターボート等
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琵琶湖水上オートバイ
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１ 琵琶湖におけるレジャー利用のあり方
○ 琵琶湖の環境にできる限り負荷がかからず、次世代に継承できるような利用であること
○ 地域住民の生活と生業にできる限り支障を及ぼさない利用であること
○ 琵琶湖の有する豊かで安らぎを与える素晴らしい価値を理解した上での利用であること

２ 基本理念

３ 計画の目標

第３ 琵琶湖におけるレジャー活動の長期的な目標

琵琶湖と人との共生（琵琶湖を健全な姿で次の世代に継承します。）

琵琶湖と共生するレジャースタイルの確立

１ 琵琶湖のレジャー利用に伴う環境負荷の低減を目指します。

２ 琵琶湖において、環境負荷の少ないレジャー活動を推進します。

３ 広報広聴活動や調査研究など施策を多面的・総合的に推進します。

第４ 施策の基本方針

第５ 施策展開の基本方向

１ プレジャーボートの航行規制の徹底
１ 航行規制水域の適切な設定
２ 水鳥の生息環境の保全
３ 航行規制遵守の徹底
４ 改造艇等の航行禁止
５ 不要な空ぶかしの禁止
６ 利用環境の検討
７ 指導監視体制の整備

２ 環境対策型エンジンへの確実な転換
１ 従来型２サイクルエンジンの規制
２ 既存艇の管理強化による環境対策型エンジンへの確実な転換

３ 外来魚のリリース禁止等の徹底
１ 外来魚のリリースの禁止
２ 外来魚の防除の推進
３ 釣り人への普及啓発
４ 環境配慮製品の普及促進

４ ローカルルール等の推進
１ 地域の自主組織への支援
２ 利用者のマナーの向上
３ ごみの投棄、放置対策

琵琶湖のレジャー利用に伴う環境負荷低減のための施策

１ 湖岸の適正管理の推進
１ プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例等による規制
２ 湖岸施設の管理規程等による規制
３ 琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例等による規制

２ 安全なレジャー活動の推進
１ 琵琶湖等水上安全条例等による規制
２ 迷惑駐車の防止

適正なレジャー活動の促進のための施策

１ 条例の見直し等

２ 琵琶湖のレジャー利用と琵琶湖との望ましい関係構築に向けた検討

３ 広報広聴活動の推進

４ 調査研究の推進

５ 施策の推進体制

施策の総合的な推進
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